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10月
の
上
水
道
・
簡
易
水
道
の
水
質

検
査
の
結
果
は
、
各
検
査
項
目
と
も
異

常
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

問
水
道
課

�
32―

５
０
８
２

12月
４
日（
金
）議
案
の
提
案
説
明

17日（
木
）一
般
質
問

18日（
金
）議
案
審
議

傍
聴
す
る
人
は
、
「
マ
ス
ク
着
用
、
咳

エ
チ
ケ
ッ
ト
、
手
洗
い
」の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
体
調
の
す
ぐ
れ

な
い
人
は
、
傍
聴
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

定
例
会
の
模
様
は
、
後
日
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
動
画
配
信
し
ま
す
。
一
般

質
問
は
Ｃ
Ｃ
ネ
ッ
ト
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
で
も
放
送
し
ま
す
。

問
議
会
事
務
局
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令
和
２
年
分
確
定
申
告
会
場
を
、
大

垣
市
民
会
館
に
開
設
し
ま
す
。

■
開

設
期

間
令
和
３
年
２
月

16日

（
火
）
～
３
月

15日
（
月
）（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
）

令
和
３
年
２
月

15日（
月
）ま
で
は
、

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
を
主

な
対
象
と
し
て
、
大
垣
税
務
署
ま
た

は
大
垣
市
民
会
館
の
い
ず
れ
か
で
申

告
相
談
を
行
い
ま
す
の
で
、
相
談
を

希
望
す
る
人
は
、
事
前
予
約
の
う
え

お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
大
垣
税
務
署
個
人
課
税
部
門
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ド
ナ
ー
登
録
に
つ
い
て
正
し
い
知
識

を
持
ち
、
献
血
会
場
な
ど
で
登
録
を
呼

び
か
け
る
「
骨
髄
ド
ナ
ー
登
録
説
明
員
」

と
し
て
ご
活
躍
い
た
だ
け
る
人
の
養
成

研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

○
研
修
会

■
日

時
令
和
３
年
１
月

14日
（
木
）

13時

30分
～

16時

30分

■
場
所

シ
ン
ク
タ
ン
ク
庁
舎
１
―
１

会
議
室（
岐
阜
市
薮
田
南
５
丁
目

14―

12）

○
実
地
研
修

■
日

時
令
和
３
年
１
月

15日
（
金
）

10時
～

16時（
予
定
）

■
場

所
岐
阜
市
医
師
会
准
看
護
学
校

（
岐
阜
市
青
柳
町
５
―
４
）

※
実
地
研
修
へ
の
出
席
は
任
意
で
す
。

■
対
象
者

・
骨
髄
ド
ナ
ー
登
録
会
に
お
い
て
説
明

お
よ
び
登
録
受
付
業
務
に
従
事
し
て

い
た
だ
け
る
人

・
骨
髄
ド
ナ
ー
関
連
業
務
に
従
事
し
て

い
る
行
政
職
員

■
申
込
方
法
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
メ
ー
ル
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
限

令
和
３
年
１
月
８
日（
金
）

問
県
健
康
福
祉
部
保
健
医
療
課
難
病
対
策
係
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お
知
ら
せ

水
道
の
水
質
検
査

12月
定
例
会
の
日
程
予
定

大
垣
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

骨
髄
ド
ナ
ー
登
録
説
明
員
養
成
研
修
会

皆さんが納めている町税は、福祉や教育、子育て支援などさまざまな行政サービスに使われ、安心・安全な

生活を送るための大切な財源です。納期を過ぎても納めていない町税がある人は、早めに納めていただくよう

お願いします。町では以下の方法で納付することができます。

※三菱UFJ銀行窓口における納付書取り扱いの終了について

三菱UFJ銀行窓口における町が発行する納付書による窓口納付の取り扱いが令和３年３月31日をもって

終了します。なお、同行での口座振替は引き続き利用することが可能です。

令和３年４月以降、納付書の取り扱いができる指定金融機関（本・支店）は、大垣共立銀行、十六銀行、

大垣西濃信用金庫、西美濃農業協同組合となります。

納期限までに納付できない場合は、まずはご相談ください

納付可能な状況にもかかわらず、自主納付に応じていただけない場合、法令に基づき財産の差押えなどを行い、

滞納となっている町税に充てるなどの「滞納処分」を行います。

病気・失業・災害・生活困窮など、やむを得ない事情により、納期限内の納税が困難な方は分割納税や納税猶

予制度などを利用できる場合があります。督促をそのままにせず、お早めに徴収推進室までご相談ください。

問税務課 �32―1103

徴収推進室（納税の相談窓口） �32―5091

町会計課・指定金融機関で納付

町会計課・指定金融機関に納付書を持参するこ

とで納付ができます。（土・日曜日、祝日を除く）

指定金融機関は納付書裏面に記載されています。※

口座からの引落しで納付

事前に指定金融機関に口座振替依頼書を提出す

ることで、指定口座から町税を自動引落しします。

なお、町内の指定金融機関であれば、依頼書が窓

口に備え付けされています。

コンビニエンスストアで納付

１件あたりの納付金額が30万円以下であれば、

納付書を持参することで24時間いつでも納付がで

きます。対象のコンビニエンスストアは納付書裏

面に記載されています。

専用サイトからクレジットカードで納付

インターネットを使って24時間いつでもどこで

も納付ができます。納付金額に応じて、システム

利用料が発生します。詳しくは町ホームページを

ご確認ください。

町 税 の 納 め 忘 れ は あ り ま せ ん か ？
★税金の納付は期限内納付が原則です★


